
広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号

企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
及
び
休
業
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者

沖

邉

竜

哉

企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
及
び
休
業
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

（
企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
及
び
休
業
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

企
業
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
及
び
休
業
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二

年
工
業
用
水
道
事
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

第
五
条

（
略
）

組
織

職

支
給
額

本
庁

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

第
五
条

（
略
）

組
織

職

支
給
額

本
庁

（
略
）

（
略
）

土
地
整
備
課
長

八
万
五
千
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

第
五
条
の
二

（
略
）

組
織

職

支
給
額

本
庁

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

２

（
略
）

組
織

職

支
給
額

本
庁

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

（
安
全
及
び
衛
生
管
理
）

第
十
二
条

企
業
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
管
理
に
関
し

て
は
、
広
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
令
和
四

年
広
島
県
訓
令
・
議
会
事
務
局
訓
令
・
選
挙
管
理
委

員
会
訓
令
・
人
事
委
員
会
訓
令
・
監
査
委
員
訓
令
・

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
・
土
地
造
成
事
業
管
理

規
程
・
公
営
企
業
管
理
規
程
・
病
院
事
業
管
理
規
程

第
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
一
般
職

員
の
安
全
及
び
衛
生
管
理
の
例
に
よ
る
。

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

第
五
条
の
二

（
略
）

組
織

職

支
給
額

本
庁

（
略
）

（
略
）

土
地
整
備
課
長

八
千
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

２

（
略
）

組
織

職

支
給
額

本
庁

（
略
）

（
略
）

土
地
整
備
課
長

四
千
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

（
安
全
及
び
衛
生
管
理
）

第
十
二
条

企
業
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
管
理
に
関
し

て
は
、
広
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
組
織
規
程
（
昭

和
四
十
九
年
広
島
県
訓
令
・
広
島
県
議
会
事
務
局
訓

令
・
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
・
広
島
県
人
事

委
員
会
訓
令
・
広
島
県
監
査
委
員
訓
令
・
広
島
県
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
・
広
島
県
公
営
企
業
管
理

規
程
第
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
一

般
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
管
理
の
例
に
よ
る
。



  

（
広
島
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
広
島
県
工
業
用
水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 
正 

後 

改 

正 

前 
 

 
 

（
納
付
の
方
法
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
が
指
定
を
し
た
者
に
よ
る
納
付 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
固
定
資
産
の
異
動
） 

第
九
十
五
条 

（
略
） 

   

２
―
４ 

（
略
） 

  

（
減
損
会
計
） 

第
九
十
七
条
の
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 
 

       

三 

（
略
） 

４
―
７ 

（
略
） 

 

（
実
地
照
合
） 

第
百
条 

水
道
課
長
、
流
域
下
水
道
課
長
及
び
事
務
所

長
は
、
毎
年
一
回
有
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
実
地
調

査
を
行
い
、
固
定
資
産
台
帳
と
照
合
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  
 
 

第
八
章
の
二 

削
除 

  

第
百
十
条
の
二
か
ら
第
百
十
条
の
十
ま
で 

削
除 

     

 

（
納
付
の
方
法
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
知
事
が
指
定
を
し
た
者
に
よ
る
納
付 

２
・
３ 

（
略
） 

  
（
固
定
資
産
の
異
動
） 

第
九
十
五
条 

（
略
） 

２ 
土
地
整
備
課
長
は
、
有
形
固
定
資
産
又
は
無
形
固

定
資
産
に
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
固
定
資
産
台
帳

に
記
帳
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

３
―
５ 

（
略
） 

  

（
減
損
会
計
） 

第
九
十
七
条
の
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

土
地
造
成
事
業
会
計 

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

る
固
定
資
産
グ
ル
ー
プ
等 

 
 

イ 

貸
付
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
を
賃
貸

契
約
案
件
ご
と
に
区
分
し
た
固
定
資
産
グ
ル
ー

プ
等 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
土
地
造
成
事
業
の

用
に
供
す
る
固
定
資
産
グ
ル
ー
プ
等 

 

四 

（
略
） 

４
―
７ 

（
略
） 

 

（
実
地
照
合
） 

第
百
条 

土
地
整
備
課
長
、
水
道
課
長
、
流
域
下
水
道

課
長
及
び
事
務
所
長
は
、
毎
年
一
回
有
形
固
定
資
産

に
つ
い
て
実
地
調
査
を
行
い
、
固
定
資
産
台
帳
と
照

合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

第
八
章
の
二 

土
地
造
成
資
産 

 

（
土
地
造
成
資
産
の
範
囲
） 

第
百
十
条
の
二 

土
地
造
成
資
産
と
は
、
譲
渡
す
る
目

的
を
も
つ
て
造
成
さ
れ
る
土
地
及
び
こ
れ
に
附
帯
す

る
道
路
、
水
路
そ
の
他
の
施
設
を
い
う
。 

  

（
土
地
造
成
資
産
の
異
動
） 

第
百
十
条
の
三 

管
理
者
は
、
土
地
造
成
資
産
を
取
得



                                                         

し
、
こ
れ
に
改
良
を
加
え
、
又
は
処
分
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
伝
票
の
発
行
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う

も
の
と
す
る
。 

  

（
取
得
価
額
） 

第
百
十
条
の
四 

土
地
造
成
資
産
の
取
得
価
額
に
つ
い 

て
は
、
第
九
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場 

合
に
お
い
て
、
危
険
負
担
が
伴
う
も
の
で
管
理
者
が 

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
に
よ
り
算
定
さ
れ 

た
額
に
当
該
危
険
負
担
の
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

  

（
未
成
土
地
勘
定
） 

第
百
十
条
の
五 

土
地
造
成
資
産
を
譲
渡
す
る
ま
で
に

要
し
た
直
接
経
費
及
び
間
接
経
費
は
、
未
成
土
地
勘

定
を
設
け
て
計
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
造
成
工
事
に
使
用
し
て
い

る
物
及
び
当
該
土
地
造
成
工
事
に
使
用
す
る
た
め
に

保
管
し
て
い
る
物
は
、
た
な
卸
資
産
又
は
固
定
資
産

に
準
じ
て
記
録
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
土
地
造
成
工
事
の
精
算
） 

第
百
十
条
の
六 

土
地
造
成
工
事
が
完
成
し
た
と
き
、 

又
は
土
地
造
成
工
事
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
に
お 

い
て
当
該
完
成
部
分
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

土
地
整
備
課
長
は
、
遅
滞
な
く
当
該
完
成
し
た
土
地 

又
は
当
該
完
成
部
分
に
係
る
工
事
費
を
精
算
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

土
地
整
備
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
精
算
を

行
っ
た
と
き
は
、
伝
票
を
発
行
し
て
、
あ
ら
か
じ
め

定
め
た
基
準
に
従
つ
て
間
接
費
を
配
賦
し
、
そ
の
配

賦
し
た
額
と
工
事
費
と
の
合
計
額
を
完
成
土
地
に
振

り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
二
条
及
び
本
条
の
規
定
に
よ
る
経
理
に
よ
り
難

い
場
合
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
完
成
土
地
の
振
替
手
続
） 

第
百
十
条
の
七 

土
地
整
備
課
長
は
、
完
成
土
地
を
譲 

渡
し
た
と
き
は
、
伝
票
を
発
行
し
、
当
該
完
成
土
地 

を
土
地
売
却
原
価
に
振
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  

（
延
納
利
率
） 

第
百
十
条
の
八 

土
地
造
成
資
産
の
譲
渡
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
代
金
の
延
納
の
特

約
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
の

範
囲
内
で
管
理
者
が
定
め
る
利
率
に
よ
る
利
息
を
付

す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
土
地
造
成
資
産
に
係
る
低
価
法
に
よ
る
評
価
） 

第
百
十
条
の
九 

土
地
整
備
課
長
は
、
管
理
者
の
決
裁

を
経
て
、
伝
票
を
発
行
し
、
土
地
造
成
資
産
の
う
ち

譲
渡
す
る
目
的
を
も
つ
て
造
成
さ
れ
る
土
地
で
、
完

成
土
地
勘
定
又
は
未
成
土
地
勘
定
に
経
理
さ
れ
て
い

る
も
の
の
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
時
価
が
、
そ

の
時
の
当
該
土
地
の
帳
簿
価
額
よ
り
低
い
場
合
は
、

当
該
時
価
を
当
該
土
地
の
帳
簿
価
額
と
し
て
付
さ
な



  

別
表
第
二
第
二
項
を
削
り
、
別
表
第
二
第
三
項
を
別
表
第
二
第
二
項
と
す
る
。 

別
表
第
四
第
二
項
を
削
り
、
別
表
第
四
第
三
項
を
別
表
第
四
第
二
項
と
す
る
。 

（
広
島
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

広
島
県
公
営
企
業
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

              

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
時
価
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財

政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十

年
総
務
省
令
第
八
号
）
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
価
額
か
ら
土
地
造
成
資
産

の
売
却
に
要
す
る
経
費
の
見
込
額
の
合
計
額
を
控
除

し
た
額
と
す
る
。 

  

（
土
地
造
成
資
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処
分
） 

第
百
十
条
の
十 

土
地
造
成
資
産
の
取
得
、
管
理
及
び

処
分
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
第
百

十
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
固

定
資
産
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
の
例
に
よ
る
も
の
と

す
る
。 

 
 

改 

正 

後 

改 
正 
前 

 
 

（
内
部
分
課
） 

第
四
条 

（
略
） 

企
業
総
務
課 

 

水
道
課 

流
域
下
水
道
課 

 

（
本
庁
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

企
業
総
務
課 

一
―
十
六 

（
略
） 

十
七 

現
金
、
有
価
証
券
及
び
た
な
卸
資
産
の
出 

納
及
び
保
管
並
び
に
記
録
管
理
に
関
す
る
こ 

と
（
水
道
課
及
び
流
域
下
水
道
課
の
所
掌
に 

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

十
八
―
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

公
有
財
産
及
び
債
権
の
管
理
及
び
処
分 

並
び
に
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
水
道 

課
及
び
流
域
下
水
道
課
の
所
掌
に
属
す
る 

も
の
を
除
く
。
）
。 

二
十
三
―
三
十 

（
略
） 

      

（
内
部
分
課
） 

第
四
条 

（
略
） 

企
業
総
務
課 

土
地
整
備
課 

水
道
課 

流
域
下
水
道
課 

 

（
本
庁
各
課
の
分
掌
事
務
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

企
業
総
務
課 

一
―
十
六 

（
略
） 

十
七 

現
金
、
有
価
証
券
及
び
た
な
卸
資
産
の
出 

納
及
び
保
管
並
び
に
記
録
管
理
に
関
す
る
こ 

と
（
土
地
整
備
課
、
水
道
課
及
び
流
域
下
水 

道
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

十
八
―
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

公
有
財
産
及
び
債
権
の
管
理
及
び
処
分 

並
び
に
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
土
地 

整
備
課
、
水
道
課
及
び
流
域
下
水
道
課
の 

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

二
十
三
―
三
十 

（
略
） 

土
地
整
備
課 

一 

公
営
企
業
の
土
地
物
件
の
取
得
及
び
損
失
補 

 

償
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

広
島
県
土
地
造
成
事
業
（
以
下
「
土
地
造
成 

事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
公
有
財
産
及
び
債 

権
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
記
録
管
理
に
関
す 



  

（
広
島
県
企
業
局
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

広
島
県
企
業
局
文
書
等
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

              

水
道
課
―
流
域
下
水
道
課 

（
略
） 

２
―
４ 

（
略
） 

る
こ
と
。 

三 

土
地
造
成
事
業
の
企
画
及
び
調
査
に
関
す
る 

こ
と
。 

四 

工
業
用
地
の
造
成
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

住
宅
用
地
の
造
成
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

流
通
業
務
施
設
用
地
の
造
成
に
関
す
る
こ
と
。

七 

公
共
施
設
用
地
の
造
成
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

工
業
用
地
、
住
宅
用
地
、
流
通
業
務
施
設
用 

地
及
び
公
共
施
設
用
地
の
分
譲
に
関
す
る
こ
と
。

九 

工
事
の
技
術
管
理
及
び
進
行
管
理
に
関
す
る 

こ
と
（
土
地
造
成
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
。 

十 

工
事
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。 

 

水
道
課
―
流
域
下
水
道
課 

（
略
） 

２
―
４ 

（
略
） 

 
 

改 

正 

後 
改 

正 

前 
 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

課 

文
書
記
号 

企
業
総
務
課 

 

水
道
課 

流
域
下
水
道
課 

企
総 

 

企
水 

企
流 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

課 

文
書
記
号 

企
業
総
務
課 

土
地
整
備
課 

水
道
課 

流
域
下
水
道
課 

企
総 

企
土 

企
水 

企
流 

 


